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1. 概要 

本資料は，「Ⅵ-1-4-2 流体振動又は温度変動による損傷の防止に関する説明書」（以下「説明書」

という。）の「2.評価範囲」に示す評価範囲において，流力振動評価が必要な配管内円柱状構造物及

び配管の高サイクル熱疲労評価が必要な高低温水合流部及び閉塞分岐管が含まれないことを説明す

る。 

なお，原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲以外の既設設備については，経済産業省原子力安全・

保安院による指示文書の別紙 1「新省令第 6条及び第 8 条の 2第 2 項における流体振動による損傷の

防止に関する当面の措置について」（平成 17・12・22 原院第 6 号）に基づき保安院に提出した「女

川原子力発電所における流体振動による配管内円柱状構造物の損傷防止に関する評価結果と措置計

画等の報告について」（平成 18年 8月 10日付け東北電原設第 20号）及び「高サイクル熱疲労に係る

評価及び検査に対する要求事項について」（平成 19・02・15 原院第 2 号）に基づき提出した「女川

原子力発電所 2 号機 高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価および検査結果の報告につい

て」（平成 20 年 3 月 3 日付け東北電原設第 53 号）（以下「報告書」という。）にて評価している。ま

た，技術基準規則第 19 条解釈に示された配管内円柱状構造物の流力振動及び配管の高サイクル熱疲

労の評価が必要となる一次冷却材が循環する施設は参考資料に示すとおり，省令 62 号から変更はな

い。よって改めて検討する範囲は今回拡大した原子炉冷却材圧力バウンダリ範囲で十分である。 

 

2. 原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲の構成 

  原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲について，系統概要図を図 1～図 5に示す。 
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図 1 残留熱除去系(A)系統図 

：バウンダリ拡大範囲 
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：バウンダリ拡大範囲 

図 2 残留熱除去系(B)系統図 
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 図 4 残留熱除去系停止時冷却モード戻りラインの系統概要図 

 

①配管 

②弁 

③配管溶接部 

④支持構造物取付溶接継手 

図 3 残留熱除去系停止時冷却モード吸込ラインの系統概要図 

 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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図 5 残留熱除去系ヘッドスプレイラインの系統概要図 

 

①配管 

②弁 

③配管溶接部 

④支持構造物取付溶接継手 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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3. まとめ 

図 1～図 5 より，今回の原子炉冷却材圧力バウンダリ拡大範囲に流力振動評価対象となる配管内円

柱状構造物及び高サイクル熱疲労の評価対象となる高低温水合流部は含まれておらず，流体振動又は

温度変動による損傷が懸念され新たに評価が必要となる部位は無い。また，保安院に提出した報告書

を添付 1，添付 2 に示す。これにより，技術基準第 19 条に示されたとおり，配管内円柱状構造物の

流力振動については「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ０１２），高サイクル

熱疲労については「配管の高サイクル熱疲労に関する評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ０１７）に規定された

手法により評価しており，問題があると評価された部位については対策をとり，結果を定期事業者検

査で確認している。 

 

4. 添付資料 

添付 1 流体振動による配管内円柱構造物の損傷防止に関する評価結果について 

 添付 2 高サイクル熱疲労による損傷の防止に関する評価結果について 

 

【参考資料】 

技術基準規則の新旧比較について
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【参考資料】 

参考-1 

技術基準規則の新旧比較について 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令（平成 25年 6月 28日）と実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則（令和 2年 4月 1日）との比較について以下の表に示す。 

 

表  技術基準規則の新旧比較表 

発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成 25年 6月 28 日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（令和 2年 4月

1日） 

備考 

（流体振動等による損傷の防止） （流体振動等による損傷の防止）  

第六条 第十九条  

燃料体及び反射材並びにこれらを支

持する構造物、熱遮へい材並びに一次

冷却系統に係る施設に属する容器、管、

ポンプ及び弁は、一次冷却材若しくは

二次冷却材の循環、沸騰等により生ず

る流体振動又は温度差のある流体の混

合等により生ずる温度変動により損傷

を受けないように施設しなければなら

ない。 

燃料体及び反射材並びに炉心支持構

造物、熱遮蔽材並びに一次冷却系統に

係る容器、管、ポンプ及び弁は、一次

冷却材又は二次冷却材の循環、沸騰そ

の他一次冷却材又は二次冷却材の挙動

により生ずる流体振動又は温度差のあ

る流体の混合その他の一次冷却材又は

二次冷却材の挙動により生ずる温度変

動により損傷を受けないように施設し

なければならない。 

追加要求なし 

解釈 解釈  

1  「流体振動により損傷を受けないよ

うに施設しなければならない」とは

流れの乱れ、渦、気ほう等に起因す

る高サイクル疲労による損傷の発

生防止を規定するものであり、以下

の措置を講じること。 

 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部につ

いては、日本機械学会「設計・建設

規格」（JSME S NC1-2005）PVB-3600

に規定する手法を適用すること。 

1  「流体振動により損傷を受けないよ

うに施設しなければならない」とは

流れの乱れ、渦、気泡等に起因する

高サイクル疲労による損傷の発生

防止を規定するものであり、以下の

措置を講ずること。 

 

・蒸気発生器伝熱管群の曲げ部につ

いては、日本機械学会「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格（2005

年版）（JSME SNC1-2005）」（以下「「設

計・建設規格 2005」」という。）

PVB-3600 又は「設計・建設規格 

2012」PVB-3600 に「日本機械学会

「設計・建設規格」及び「材料規格」

の適用に当たって（別記－２）の要

件を付したものによること。 

追加要求なし 



【参考資料】 

参考-2 

 

発電用原子力設備に関する技術基準を

定める省令（平成 25年 6月 28 日） 

実用発電用原子炉及びその附属施設の

技術基準に関する規則（令和 2年 4月

1日） 

備考 

・管に設置された円柱状構造物で耐

圧機能を有するものについては，日

本機械学会「配管内円柱状構造物の

流力振動評価指針」（JSME S012）に

規定する手法を適用すること。なお

耐圧機能を有しないものについて

は第 8 条の 2 第 2 項によること。

（日本機械学会「発電用原子力設備

規格 設計建設規格（JSME S NC1)」

（2005 年改訂版）並びに流力振動

及び高サイクル熱疲労に関する評

価指針の技術評価書） 

・管に設置された円柱状構造物で耐

圧機能を有するものについては、日

本機械学会「配管内円柱状構造物の

流力振動評価指針」（JSME S012）に

規定する手法を適用すること。（「日

本機械学会「発電用原子力設備規格 

設計建設規格（JSME S NC1）」（2005

年改訂版）並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書」（平成 17 年 12 月原子

力安全・保安院、原子力安全基盤機

構取りまとめ）及び「設計・建設規

格 2012技術評価書」） 

追加要求なし 

2  「温度差のある流体の混合等により

生ずる温度変動により損傷を受け

ないように施設しなければならな

い」とは、日本機械学会「配管の高

サイクル熱疲労に関する評価指針」

（JSME S017）に規定する手法を適

用し、損傷の発生防止措置を講じる

こと。なお供用開始後における運転

管理等の運用上の対応を考慮して

施設することができる。（日本機械

学会「発電用原子力設備規格 設

計・建設規格（JSME S NC1）」（2005

年改訂版）並びに流力振動及び高サ

イクル熱疲労に関する評価指針の

技術評価書） 

2  「温度差のある流体の混合等により

生ずる温度変動により損傷を受け

ないように施設しなければならな

い」とは、日本機械学会「配管の高

サイクル熱疲労に関する評価指針」

（JSME S017）に規定する手法を適

用し、損傷の発生防止措置を講ずる

こと。（日本機械学会「発電用原子

力設備規格  設計・建設規格（JSME 

S NC1）」（2005年改訂版）並びに流

力振動及び高サイクル熱疲労に関

する評価指針の技術評価書」（平成

17年 12月原子力安全基盤機構取り

まとめ）） 

 

3  配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては、一次冷却材が循環する施設と

して、原子炉冷却材浄化系、残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）

（BWR）及び化学体積制御系、余熱

除去系（PWR）を含めて措置を講じ

ること。 

3  配管内円柱状構造物の流力振動及

び配管の高サイクル熱疲労につい

ては、一次冷却材が循環する施設と

して、原子炉冷却材浄化系、残留熱

除去系（原子炉停止時冷却モード）

（BWR）及び化学体積制御系、余熱

除去系（PWR）を含めて措置を講ず

ること。 
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